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首都圏における情報受発信交流拠点 基本構想策定業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、首都圏における情報受発信交流拠点 基本構想策定業務に係る契約の

相手方となる候補者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法など必要な事

項を定めるものである。 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

   首都圏における情報受発信交流拠点 基本構想策定業務 

（２）業務内容 

   青森県が東京都内に新たに開設する首都圏情報受発信交流拠点の整備及び運

用の指針となる基本構想を策定する。 

（３）仕様等 

   別紙１の仕様書のとおり。 

ただし、最優秀提案者との協議を踏まえ、変更の可能性がある。 

（４）委託料の上限額 

   ２，１００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（５）履行期限 

   令和８年３月３１日（火） 

 

２ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者と 

する。 

（１）国内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 

（２）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定によ

る一般競争入札に参加できない者でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく手続を行っていない者であること。 

（５）暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に該当する暴力団をいう。）又は暴力団員の統制の下にない

者であること。 

（６）法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していない者であること。 
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３ スケジュール 

日程 内容 

令和８年１月２１日（水） プロポーザル公告 

令和８年１月２８日（水） 質問書受付期限 

令和８年１月２９日（木） 質問への回答期限 

令和８年１月３０日（金） 参加表明書等提出期限 

令和８年２月 ９日（月） 企画提案書等提出期限 

（企画提案書受理後） 企画提案書等の要件・内容の事前確認 

令和８年２月１０日（火） 企画提案書等審査 

令和８年２月１２日（木） 審査結果通知 

 

４ 質問の受付及び回答 

（１）受付期限 

令和８年１月２８日（水）１７時必着 

（２）質問方法 

質問書（様式１）により電子メールによること。 

（３）回答方法 

令和８年１月２９日（木）までに、質問書を提出した全ての者に電子メール 

で回答する。 

 

５ 参加表明書及び申立書の提出 

（１）受付期限 

   令和８年１月３０日（金） 

（２）提出方法 

   参加表明書（様式２）及び申立書（様式３）により電子メールによること。 

（３）参考資料 

   参加表明書提出者に対しては、令和６年度に実施した「首都圏における新た

な青森県拠点の方向性等調査・分析業務」における成果品を別途提供する。 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び部数 

  ①企画提案書【提出部数：１０部（正本：２部、副本：８部）】 

   ・・様式は任意とし、Ａ４又はＡ３サイズ（Ａ３の場合は折りたたむこと。）を基

本とする。 

   ・・記載項目及び内容は以下のとおりとする。作成にあたっては、下記項目及び

別紙１の仕様書、別紙２の審査項目を参考にすること。 
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項目 内容 

ア 企画提案 別紙１の仕様書に定める項目及び独自の提案、特記事項等 

イ 実施体制 
本業務の実施体制（社内及び連携する全ての会社、個人を含む）

及びスタッフ全員のプロフィール 

ウ 業務工程 基本構想の策定に向けたプロセス、スケジュール 

エ 業務実績 過去５年間に受託した同種又は類似の業務実績（官民問わない） 

  ②経費積算書【提出部数：１０部（正本：２部、副本：８部）】 

   ・Ａ４サイズとし、縦・横の別は問わない。 

   ・消費税及び地方消費税を含めた事業費の総額を記載する。 

（２）提出先 

   下記「11 問い合わせ及び各種書類の提出先」に提出すること 

（３）提出方法 

   持参（土、日、祝日を除く。）又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。また、 

   提出期限日必着とする。）により提出すること。 

（４）提出期限 

令和８年２月９日（月）１７時必着 

 

７ 企画提案書等の審査 

（１）実施予定年月日 

   令和８年２月１０日（火）※ 

   ※参加者数等を勘案し日時を設定した上で参加者に電子メールで通知する。 

（２）実施場所 

   青森市内 

（３）審査方法 

   審査会において、企画提案のプレゼンテーション審査及び質疑応答を行い、 

   審査員の評点の合計が最も高い第１順位の者を本業務の受注候補者として選 

定する。 

（４）留意事項 

   ・・第１順位の者が複数となった場合は、審査員の協議により本業務の受注者を 

選定する。 

   ・参加者が１社のみの場合であっても審査を実施する。ただし、企画提案書 

等の内容が審査会の定める基準に達していないと認められた場合は、受注 

候補者として選定しないことがある。 

   ・審査結果の如何に関わらず、提出書類は返却を要しないこととする。 
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８ 審査結果 

  審査終了後、速やかに提案者に通知する。 

  なお、審査結果に対する質問及び異議申立ては受け付けない。 

 

９ 契約協議・契約 

（１）契約協議 

   審査会で選定した受注候補者の提案に基づき、県と受注候補者が内容や経費 

等について協議し、合意を得られた後に予定価格の範囲内で契約を締結する。 

 なお、次のいずれかに該当する場合は、受注候補者としての選定結果を取り 

消し、次点者との契約協議を行うこととする。 

①受注候補者との合意が得られなかった場合 

②見積徴収までに参加資格要件を満たさなくなった場合 

③提出書類に虚偽の記載があった場合又は審査に影響を与えるような不備が 

あった場合 

   ④審査結果に影響を与えるような不誠実な行為が認められた場合 

（２）契約方法 

   青森県財務規則の規定に基づき、受注候補者との随意契約を締結する。 

 

10 その他 

 ・本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 

 ・参加表明書（様式２）及び申立書（様式３）の提出後、本プロポーザルから辞

退する場合は、速やかに参加辞退届（様式４）を提出すること。 

 ・社会経済情勢の変化、その他不可抗力等により、本業務の事業計画が変更又は 

中止される場合がある。この場合、本業務の受注者に対して県は一切の責任を 

負わないものとする。 

 

11 問い合わせ及び各種書類の提出先 

  〒０３０－８５７０ 

  青森県青森市長島１－１－１ 

  青森県観光交流推進部・県産品販売・輸出促進課・販売戦略推進グループ 

   担当者 三浦、中野 

   ＴＥＬ：０１７－７３４－９５７１ 

   E-mail：kensanhin@pref.aomori.lg.jp 


